
意見鶏

平成22年3F15El

総務省情報流透行政局

放送政策課御$

放送技術課録中

鯵侵害番号 150-8001 

とう曹ょうとしる~~(じんなん

後読者 家京都渋害事区神南2-2で 1

につ{まんぼうそう曹ょうかい

名称 お本放送協会

ふ く ち I -Ij お

代者援者氏名会長 籍地茂雄  

r携帯端末向けマルチメディア放送の議現に肉 iすた制度幾備霊祭JIこ闘し、別紙のとおり意

見を提出します。



(別紙)

ト 該開�  ! 語意見� 

j1[207.5MHz以よ222MHz以下の周波数を使用する特笈蕃地局 NHKとして!丸これ設でも意見を述べてきたように、携事務端末向iす� 

の開設に窮する指針案]� マルチメディア放送が最大限に普及して、その公共的・社会的役蓄IJを� i 
j 効果的に果たしていくうえで、綴穂者の立場からは、一つの受像端末� 

iでその多様なマルチメディアサービスを毒事受できることが望ましいと

五頁 !考えます。 

3 関設計磁の認定i玄、約各項、前4普及び別表第二に窺2をする要件iこうした銭ぶから、受託放送事業者をーっとする今回の綴設指針

並びに次に掲げる事項を含め、電波法第二十七条の十三策関壕各iの制度整機動二賛成します。

号!こ規定する婆イキ?を満たしている申請の数がーの場合は当該均読

に対してするものとし、二以Jニの場合はそれぞれの正事務について別

表第三の主義準により比絞審査を行い、当該申績のうちさ詰該基準への

滋会の度合いが最も高いーのま争議に対してするものとする。



f受を線設総裁期の一部を改正する省令認定俸の議室主主総測!~吾義務会への諮i認

ゑ双2主務祭会案全竺隼り者著者李総主主i主11す"'<Jレチメダィア放五差11)実現にi却すた

銀産整鐙塞iときttゑ意良選議Lζ文守する参事径の意見

{平成 22年� 3fl1災)

総務省情報務遂行淡路� 

放送政策隷又は放送技術祭御中

長匁減滋笈鐙

(朝日放送株式会社代綾取締役社長)

会社名:麟日放送株式会社

生訴重大型王子官事蓋島区議総1-1-30 

1幾重重望書事警告53-必� 503)

け/まペ}ジ}



; 該当設1m 2室長も� | 

I JlIJ添11 W207. 5MHz以上222Mllz以下の燈波数

!さとを窓渇する特定墓主主主若の開設に島還する指針建造J

ならびに� 

1)然線総免許手議主総長JlIJ W添� 3 の一郎事ケ改正

す.Q劣令書経新!日対照淡J 

|銀総 11の4ページ笈の� 2の(1)にぶされた如く，� 14・5蜘の械穏でのゆ務とした!

機会、別主義� 3の� 1ベ…ジに掲げられた� 2;方式{セグメント漆章者伝送方式，選択手持草案伝送方� 

式)のうちどちらか� 171主主を選択することとなる。その場合はさ莞行デジタ/レテレどジョン

放送と緩和伎のあるセグメント連総伝送方まえの燥用がき翠玄しいと考える。

その意義潟として、この方式は我が思惑 ~t授界に務.Qデジタノレ放送方式 lSDB のー濯できb 号、

これを事悪用すれば、地上デジタル主主主語と受信チ� yブ等を共用することによって、受信機の
 
4隊員案化が溺れ、受給殺の華社主主?となる。き愛j誘導警の低燃化は、き愛総務の普及に資するとも


る。

また(顎震の技術である� ISDBえまま立の採用� l立、受信機生産におい℃国内のメーカーなどに

倒的数時間内初日間イ拭問機簿外での闘協同士 
  

(2/2ページ)
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意見書

13 5月3生存22平成 

総務省情報流通行政局

放送政策課御中

郵便事寄与手 530-8408 

役所 大阪市北区薦1!If2 1 7 

氏名 関西テレピ放送株式会社

常務取締役華議誌と"

「携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備衆j に闘し、別

紙のとおり意見を提出し設す。



ZiJ紙

該当官事所	 意見 

o特定墓地局の穂市る指針  i申請けること同研和四日Zとし、認定耕一輪とす

・五一	 2- (…)る指針に焚成いたします。

断言棄することのできる周波数の構域福は |時五一事業者とすることは、送信所の建設などインフラ構築にかかる無駄

十路・五 Mhzとする。 Iな投資を抑制することができ、利用者の負総経減、効率的なエロアの拡

・五	 3 大に容与するものと汚えます。

申請の数が・・二以上の場合は・・・比絞i単一事業奇智治宝帯域 14. 5MHzをー務送信することにより、事業君子爵

草野被を行い・・最も高いーの申告書に対して|でのガードパンド設定の必要警がなくなり、限りある篭淡資源の有効な利

するものとする。 Is誌につながると若君えます。

また ISDB-Tmm方式は寝室波の有効利用に最適な技術方式あると同時に;

広く普及しているワン刊さグ、端末と閲じ ISDBT方式会基本にしている為回 

、端末の普及や新しいサービスの写毅災現にも寄与できる最適な方式で

あると考えます。



3設免書

平成 22年 3月5日

総務省情報流通行政局

放送政策課・放送技術課御中

二f801 8571 

ふくおかげんふ〈おかしち。うおろ〈設がは議

役所綴潟県福潟市中炎ゃく長浜 1… 1… 1

けマルチメディア放滋の実現に向けた号j!J度整備案j に織し、別紙

のどおり主主見を提出します。
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主主 丸� 

(Bi'l和二十五年総事挙第百三三十一号)第ーの期務iこますしーてするむのとする。� jととによ号、ハード務業者会� l社と

|二十4コ去最の十二第一項の務総に基づき、二01ため、� ;JJ…?とバンド滋が考慮容れて帯域安フルに活用でき、� 3買に� SFNlこよち能昌詩的な逮F詩

;か五削ぉ以上二ご二 MHz以下縄問を:をおとなうことが鮒できる。

;佼胤する幸子工主義地局の閲覧室iこ潔ナる指針災� iラジオ・テレヒ。然営宇土のう?ジオ部門及びラジオ戦'Ef社の財務体質はきわめて越ましい状況にあ

1î.~霊童特定主義地局の向精な開設の推進に関|り、地上デジタノレテレどのように大総燦な設鎗投堅苦は不苦言語急であるし、また、受信端末の緩

ずる事項その後必要な寝耳国� i及iこも時開会要すべきではないと考えるe 

3 担軽設定書j牟酒の潟、定;土、・・・二以Jこのま暴合| そもそもラジオ部門の疲弊i立葉最終取にも火きな原闘があ号、受後潔境の改善警は可及的i薮やか

はそれぞれの率絡について刻表第三の基� 1(こ行うべきと考える。

準によ事比較審ヨ疑者と行い、お言葉申請のう� iその味で、校総方式を一つにすることは、よち{低廉な~{索機のき露き託金可能とい広〈受イ窓

'!:.~き言主義務への適合わ度合いが最も高い i 機を普及させることが綴終できる。

ーの申請に支干してするものとする。� 1 また、受f禽ffl携帯主務予約ま普及している務行のワンセグ於送方式� (ISDB-TJr主主)受{繋機能の裕

殺が緩めて必然であり、受信者にとっても低廉なきま倹機の3露双が期待ヤぎる放送Jr式� 

(ISDB-為的の採用が韮ささきである。

さらには今後VHP-Low帯でや怨される地方ブ‘ロック!却すすノレチメディア放送(ISDB-Tぬ方式)

での受イ針務当主の共用化による後及促進国もかなち英語終できるE

そもそも凶悪霊の放送主主主立である� ISDB-Tは、南米冬季でも我が闘が留を主義げてその採用iこ

ゑ号主義んでいるところであり、パブリ� yク口メント主号待にかかわらず、毅然としてE量産方公

を選択すべきと考える。� 
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鑑莞書

平成22年 3Fl5臼 

総務省情報流滋行政局

放送致事長譲、放送技務課御中

郵便番号 W
H

住所 e
 

氏名

「携帯端末向けマルチメディア放送の薬務iこ向けた制度整錬案JIこ関ふ溺紙のとおり意見

を提出いたします。
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「一一一一一一該当箆所  ご意見

7.5ヨ石 鮒lz以上 222MHz函手議論波数会使用 味福軒宅再麗語許画面喜楚正ラl.'-cr式、 f申請の数がーの事面両議房藷iこ対して 
する特定墓地局の開設に爵サる指針案 iするものとし、二以上の場合はそれぞれの申請について別表第三五の基準により比較

|審査後行い、当該 E争議のうち当該基準への迎合の度合いが最も高いーの申請に対し
;てするものとする。 jとなっているa

これは、この居波数帯における、いわゆるハード事業者を1社とすることであり、すな
わち技術方式も一つに絞られるたいうことである。受信機に対して複数の技術方式の
犠議委課することなしより低廉な受信機の実現を可能とし、広く受信機を普及させる
ことが期待できるものであり賛成で寄る。
比較善幸変においては、続本国内で広く普及している技終方式であるISDBω?と基本技
術を興じにするISDB-Tmmが、一級済策者の利便性iこ対して優位であることさE考慮
すべきど考える。 

-2-
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意見書

13 5月3年22平成  

総務省情報流通行政局

放送政策課御中

務便番号 466凶 8501

住所 愛知県名古屋市東広東桜 1-14-27

氏名 東海テレビ放送株式会社 r

しん  c
取締役綴父江

そぷえ

伸ニ  

f携務総米向けマノレチメディア放送の爽税にI却すた寄せB量殺徽案j に関し、別

紙のどおり怠見を提出します。



別紙  

告案?!1ft事訴

11)特定謀総長選の湾設に関ナ:5務委十議室 

3i-2~3 申告書ずることができる潤認定数の帯域揺は 14.5MI王zとし、

関百貨脅十緩の認定は、当農家滋空襲への適合のぎ主会いが最も高いーの取絡に

対してするものとする

2童九

五翼一事業者であれば、事業者濁のガ…ドバンドを設定する必要喜がな

く、後主主の有効利胤につながるため、語意文空会 1害事業者(I方均とす

る事iこ事者問いたします。

また 1事業者 lこ集約する事でインブラの投資額が扱えられ、利用者負

ま設も軽減する毒事から、マーケットの早期成長につながると考えます。 

: ISD日々腕方式は、 1虫特の技義幸様式 (33t?寺戸ント一括送イ雷)マガードバ

ンド番古本選喜とするため、告案F設しない帯域主主棄をも少なく、電話支を長をも有

効利用でき決ナ。まえヲンセグ端末と!湾じ ISDB-T方式をベ}ス lとし

ていることから、機デジ、ワンセグの後及に努めてきたテレビ事業者

十の 5主主義としては、若法修のハ}ドウェア、ソフトウェア pソ…スを有効

げ舌周できるた B号、支持いたします。



ょec..
見 重量恵、 言語� 

写真定22年� 3Fl諮問

総務奇襲僚級液遂行政局

放送激策課練中

霊事者重番号 4618503 

"，La(t.>I'I考どやしひがし(

笠原 名ti.i童市東区策緩 -T!'l14害警� 27喜善

氏名 量議さ長長謡選稼式会校
，場cむら必L

代表取締役社長 若草ヰせ語誌記主夫

「携格端末肉けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備議Jに闘し、別紙

のとおり意見を提出します。



務当笥所� i 意見

議童話主総(昭和二十五嘉手法律第百三十一珍)第二; 本綴金十では r~善後脅十衡の認定は、 (中野各)霞波法第三十七条の十三宮存立話機幸子をまにま量定する|

十七条の十二第一嘆の士見1以こ基づき、ここ0-1コ‘;要判=をIi摘まとしている申識の護支がーの場合i主主読ま業務請に対してするものとし、二以上の場合は� l

五馳以上二:二二動以下の潟護主義主を使用する終� Iそれぞれの総務について刻表筋交の基準により比絞審査を行い、き現綴申請のうち務君主主主君主へ

築地局の誇毒殺に関する指針 |のi畿会の度合いが章受も高いーの申音響iこ対してするものとする。� Jとなっている。これはこの

祭器演 "73第 ま� IJ懇話支費支帯におけるハード毒事業者を� 1主主とすることで、技術方式も統一することと解釈でき

る。受f管機に対して複数の佼宇野方式の毒事入� iま然駄が多く、小書説化と廉価芸能主見のi務室警となる。

受信機の害事2えには廉価であることがもっと と考えるので焚成できる。� 

! なお、路孝史滋3援においては、ユ…ザーの科佼懲役得えると日本閣内で君主に普及している技

!帝苦労災の ISDB働?とぷヌド主主術が同じである� ISDB守� mr誌が優位であるととを付け加える。



主意見書

支持主 22年 3)ヲ5臼

総務省後報流通行政局

放送政策線御中

〒 107-8006

議鷲蔀謹長接接s… 3-6

謀支室在 京王接選ホ…ノレディングス

夜今夏最審委定要高議議三 

f携信機米向けてずfレチメディア放送の災現に向けた制度数綴案JIこ演し、
のとおり設見合提出します。



，8IJ 紙

該当儀所 | 窓見 1 


11) 207.5馳以上  222戦以下の懸波数令使用! 関設計腐の認定について、 f崎の数が二以上の場合は比較審査を行j

する特定基地胤の開設に関する指針案 い、適合の度合いが完走も高いや請を認めるj としていることは遜おだ
j

!と考える。携帯端米向けマルチメディア放送は、既存放送事業者にと

;つでも視線若手層やピジネスモデルの奥なる全く新しい事殺となる。放 
j議簸設・設備などへの投資負担を軽減し、視線ニιヲアの発色彩約な拡大

や、ユーザーの利便性、安定した事業主義盤の醸成を図るためにも、万

災害ど一つに絞ることが望ましい。



意見書

平成 22年 3月5日

総務省情報流通行政局

放送政策課御中

郵便番号 干 981--0942

せんだいしたいはくくやぎやまかすみちょう 26の 1

住所 仙台市太白区八木山香澄町 26番 1号
とうほくほうモうかぶしきカ￥いしゃ

氏名 東北放送株式会社

だいひょうとりしまりゃくしやちょう ながのためみつ

代表取締役社長 永野為光

「携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備案」に関し、別紙のとお

り意見を提出します。 

VH1GH パブコメ園町BC】【 



官一時� IGH パブコメ薦議【TBC]

該当箇所� ! 意父

官撃波法(昭和二十手法律第妻子三三十…号)第二;約者賢官喜三第一夜笈� 21予受信設綴の普及f;:関する毛評議にで当該特定墓地民事によりffわれる友女王去を
十七。条r1)十二第一墳の液tさに基づき、二O七・ 受イ蓄することのできる祭儀霊安徽を全闘において国民に普及冬せるための内務がより充実してい

五MHz以上二二二MHZ以下の周波数を告を濁す|ることj とあるが、主主まについては桜ね焚先立できる。

る特定基幼長誌の開設に関ずる機針

]J!J表第三第一夜祭 2号 移動体向けのマノレヂメディア放送は� V-Lo明、予防換を関わず、広く箆廷に普及すべき特性を有

ずるとごとから、以下の事項を比較務3をにおいて考主義ずべきであるc

①吉見夜� V剛� Lowが想定しているサービスは、長監主主メディアとしての総合縦成、つまり音声ストヲ

ーム、� 3定i援情報サービス、サイネージ、堅塁走塁土器重要速報及びきを{議機支援のためのエコモンサービス絡

を呂指しており、受信機についても� V-おゆと間一線末にて手IJJIlできることが滋設しい。

したがって、� V-Hi訟の技術方式については岡本滋内で広く普及している方式(ISDB-T)に親

菜員数のある� ISDBマ漁期が、� fよ号議議E誌に普及されるまとめの内容がゴ認しているjと解釈ナべきで

ある。

②さらに付け加えると� V-Lowの受信設織はケータイ電話に綴らず、現夜のラジ主f受信機を遂化

させた露著書主主換作の受信談備を叡媛、ワンブッシニゑで筋単に喜善ft-i5"筋易主主"受f話機lとよ号主主縫で

も外でも車でも、多様な受信形機会事護保することが還まれている寺その窓事長でもワンチァプ化し

;て主主連軍コストをねえる図的あるいは護官官軍筒品とのこコそディテイ}化による普及が長量殺華客線癒で

;あり、技術方式を 1つにして� ISDB-Tファミリーとすることを号室く希E遣する。
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別紙様式

意見書

平成� 22年� 3Fl 58 


総務翁情報流運行政屍

数量農政策課又は放送技術課 あて

郵便番号� 100ω8439 

〈ふりがな〉 とう場ょうとちょだ〈ゅうらくちょう

住所 家E災害事千代毘区有楽町…γ139番3号

〈ふりがな〉 かぶし殺がいしゃにっぽんiまうそう

氏名(注� 1)株式会社ニッポン放送

取締役社長 磯際 裕� 

f携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備案J fこ闘し、別紙のとおり意見

を提出します。

注� 1 法人3えは団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。

注� 2 f.湾総の大きさは、日本工業規格A事IJ4餐とすること。Jl� IJ紙にはページ番号を記載すること。



別紙様式

該当告書所� ご意見

207.5MHz以上� 222MHz以下の周波数をそ芝浴する特主主築 「携務総末;古1It"<'ノレチメディア放送の実務iこ向けた徽IJf吏整官撃に関する選立学� 

地絡の努設に関する箔針案� | 的)j針J!こ司王された、 「制主主主整備に ~t.こっての法;本的 Y徐々え方:携獲量翁米向 

I1i ~当該特主主違憲治局の円滑な襲警殺の推士院に隠する務項そ ft"<'ノレチメディア放送l立、地上テレビジ羽ン放送のデジタル化によって科F認

の{也必要な務項� 可能となる周波数を利践して実現な図るものであることにかんがみ、� i議決の

2 :<件関設指針 iこ係る関絞計童謡の若宮、定の附言葉;立、 ~fこ定 ニヱ}ズに泌合したま雲全な絞i設が主主火線iこ普及して公益毎の福祉の主義遂に繋がる

めるところにより行われなければならないの よう、電波法及び放送法における間的支長定その他のOOi議緩定iこ照らして?幾度

{ー) 申請することがマきる湾主主義主の帯主主綴;立、 警察{協会行うこととする。!と日程らし、� 14. 5MHzのさ後手撃竣を…の申誇殺に対し総

ートQ.g・1iMHzとする。� 定ずることに繁� j渇する。� 

3 ~毒設計紛の認、主主 i立、前各宅夏、主主号及びJì lj表第二iこ主主 llPち、ーの衛官育者に支守する認定により、殺ーの放送方式による携手委主総束尚

主主ずる要件主主て1に次lこ掲げる喜善項安含め、言主主主主主第二 けマルチメディア後送実施が怒定され、その事在来、以下の優佼点主主実務dれ

十七灸の÷三策目立攻各司� ζ規定する姿{牛投機たして るものと考える。

いる申織の数主主-<の場合は~該牢務 iこメ寸レとするも ①問機の口ンテンツ会主複数の亡で放送されることが国経dれ、より効率的

のとし、二以上の場合はそれぞれの辛苦警についてJiIJ表 な周波数料F習が可能となる。

第三の基準により比絞務査を行い、当該申請のうち当 @受{議総ICの複数搭載が不要になることから、受倦嫌米祭逃口スト等の縫減

該基然への量室長?の度合いが最も議いーのの援に対L- 化が図られ、よちまE価な受信線交の供給が辛苦言きとなることが綴千守される。

てするものとする。 :これによちマルチメディア放送そのむのの普及促進も奴符できる。

そのよで、主主たされるすルチメディア放送受信沼会待機端末には現行のワン

セグ放送(ISDB-T方式}受僚機能の撚芸家主主ユ…ザーによち強く滋まれるであ

ろうこと、� 8らにはVHF-LOW織でニ予定される地方ブロック前Hナマルチメディ� γ

放送(JSDB-Tsb)J式)での受信評議米の共燃化によるそ幸及促去童福でのメ Pット

等の綴ぶから、その放送方式はIS設B-Tmm方式の採用iJ'議室ましいと考える。� 

. 1 . 




~IJ紙様式 

談き当箇所� 

207.5松王z以ぷ� 22鈴鍛z以下のj蕎波書文書ど後織する特定基

;主義路の潔設に療するま設針案

刻表第一 開設計衡に総裁すべき事項

ニ受託放送役務(放送法第五十二条の十第一夜に規定す

る受託放送役務dという。以下同じ。)の機供lこ関する事

項� 

2 委託放送業務{放送法第二条第三診の3i1こ規定する

委託放送業違憲ぞいう。以下向じ。)6つF号令警な遼営のた!

めの取総iこ喜還する主義緩及び今後の言十爾� 

207.5]'，必Iz以ヒ� 22:謝� Hz以下のj湾波数を主主潟十るさ絡機嫌米向けてrノレチメ

ィア放送は、有料課金どジネスがや心になるととが主暴露Zされることから、有料

放送管五銭毒事業者(いわゆるブラットフォーム芸評議著者}が必婆となることがや義援

怠れる。

このようなプラットブ泳…ム事業が、受託放去最終選毎の一部として少数の務

芸能翁lこ収数し、結果これら家業者が多くの機限含有するととになると、委託

老評議量務iこ対する提供条件における公平性の欠如及びサ…ピス内務への干渉毒事

の懸念主主想定される。

絞って、サービスを主義務するためのプラットブ宏一ム機能の検討およびそ

の援を供i立、委託事業者が主義撃の下、行われることが、合理的立つ丹宇野な築業

機滋iこ資すると考える。� 
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意見番

平成 22年 3月 5録 

総務省情報流通行政局

放送政策謀御中

郵便事李珍

住所

氏名

137-8088 

東京都事態収台主義 2-4-8

(株)フジテレピジョン

常務取締役議護士デ議  

f携帯端末向けマルチメディア放送の災現に向けた制度整備案Jに関し、日iJ

紙のとおり意見を提出します。



別総

該当銭新 意見

!防相搬 の 環 器 こ 即 時 事業採害事伎を考慮し、焚カお壌とする、あるいは普及捻移者どみながら、

三一Z 余脳ot詑帯カバー率、総合通信局の管事事長五滅ごとの役務カパ よりま毛織で義支援的な言l-il要iとする絡の柔軟な対応が必要と考え渓ず。

…然 ままと、区域ごとの世帯カパ}殺については、各地主主の経済環境、市場

事警暴露、地理的重罪者きには、大きくばらつきがあるため、一律に規制する

のではなく、あくま<::r原則j妓JEとし、例外措澄も認める運用iこず

べきと考えます。

山特定墓地伽酬に関する翁針策 |指針案に捌いたします。
 

:n:-2~3 申請することができる周波数の得制耐  14.5総おとし、 l奪事支玄を単一事費聖母まとすることにより、ガードバンド愛護量定する必翻1


開設計額の認定は、ききま実認殺への適合の主覧会いが最もおい…の申請に:なくな明、電波の有効利用につながると考えます。また、複数の者喜多量;


対してするものとする ;者による投資の無駄を防ぐことが、利用開初慨につなが号、マ 


ーケットの早期成長に資すると活者えますG

ヰ寺;之、 ISDB-Tmm方式i土、単一芸評議集者による j笥波書主総澄において、

と幾小で、最も官震MlIz0.32中、使えない周波数がわずか5Ml1z:も 
波を有効に利用できる方正えであ号{情報i鼠俗芸葬議会「燐千静止措来!却すマ

ルチメディア放送方式のま支事務的条件J答申)， !7ンセグ機米と間じ 

ISDB-T方式をベース;こしていることから、嫌米事普及の観点において

も後瀦な伎術方式と考えます。



別紙機式

意見番

王手JiK;2 2年� 3 Fl513

総務翁情報流透行政お

放送致策課程草卒、鉄道主主主務祭事録中

郵便事番号:1058002令� 

〈ふりがな〉みなとくは官民家っちょう


住所:東京都港区浜松町� 1…� 31


(ふりがな〉ぶんかほうぞう


氏s:綜式会社文化放送


代表取締役社義主主'" 瞬簿
 

r~路線端末肉 iナマルチメディア放送の実現iこ向けた号線度重量鑓案j !こ隠し、黒柱豪訟のとおり意見を祭主語し

ミ去す⑫

主主1 ~長人又 iま団体にあっては、その名称及び代岩盤著者の氏名を記載すること。

主主2 f軽豪既設〉大きさは、隠滅工業ま義務A事IJ4婆とすること。霊IJ緩にはページ事番号を記載すること。� 

…1… 



警察当箇所

放送法施行規翼IJの一部を改恋する省令案

ご意見1-mR18a一億 閥会榊幅一一的条
刻表3事…号(第…条のニ関係) 体jのうち「携帯総末向けマルチメディア放送方式の技術的条件JAでは‘関波数:

および 条件とともに妓術的条件が告書感 2されている。しかる!こ、左認の省令測告示改蕊議室iこ
;放送普及喜基本計酒 |おいては、「て才ルチメディア放送」のみの袋現となってま三り、語。MHzから 108MHz

主席 2-3ー (3) までの周波数変厳いるものと、 207.5MHzから 222MHzまでの慮波数後期いるも

のとが…揺りとなっている。 f患の翁令改正案者事から、本改正案では 207.5MHzか

ら 222MI主zまでの周波数愛用いて行なう放送後対象としていることが畷らかであ

るが、本粂文からはそれが読み取れない。使用腐波数もしくは送f震のき票準方式後遺!

犯してはどうか。

震波法(昭和二÷五五手法律第資家小一号〉第二÷七条|本擁護すでは、線設計衡の認定を受けられるのは 1率揮権者となっているが、このこと

の十二第一壌の規定に3基づき、ニO七・1iMHzl?lよニ 1Iま線られた帯担誌を有効活用し周波数有効利問に資するものであり賛成で 2きる。
ニニMHz以下の潟波数を後期する特定墓地主誌の開設!こ!なお、開設計蜜(l)比較審ままにおいては、携帯ま襲来搭載メディアとして塁走に1普及して j 

S毒する指針 いるワン12グ放送e.基本後携を閉じにするおDB-Tmm方式が、ハイブ IJッド受信 l

第5項 跡号 |機{複数メディア安祭緩する受信機〉の努及に対し実装の容易さや俗務箆において i
」一 一一一一 ;後後であることを勤皇襲すべきと考える。 I 
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意見書

平成  22年 3月4日

総務省情報流通行政局

放送政策課御中

干960-8655

語草県福島諸学長￥B

謀長室桂寺会幸福豆
代表取締役社長本多純一郎

「携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備案」に関し、別紙のとおり意見を提出

します。



J31j級事護式 

| 儲箆所 「ー ご臨�  l 
l電波法{昭和二十五塁手まま事事第百三十一期第二十七条;刻表第三第一夜努� 2号受信設織の事普及に関する家宅震について、務手持端末向けγ ルチ;

の十二第一療の齢に義づき、二0七・気附語以上二(メディア放送の問問の普及側るためは� V-LOW、子級品州じ方式を採用� i
一二� MHz以下の周波数を告を殉ずる特定基総長議の喜毒殺|することが望ましい。� 

I~関する縫針 jすでに� ISDB-Tは国内において広〈望号及しており、� ISDB附� Tmmであれば、商品開

耳目主筆書奪三第一項第� 2をま 媛、普及において有利と考える。



意見書

平成  22年 3月4日 

総務省情報流通行政局

放送政策課御中

990-8555 

やまがたけんやまがたしはたごまち

山形県山形市旅篭町二丁目 5番 12号

やまがたほうそうかぶしをかいしゃ

山形放送株式会社

代表取締役社長
そのペ みのる

園 部 稔

「携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備案」に闘し、別紙のとお

り意見を提出します。



害事新 意見

望室主支全長(昭和二十五年法徐第百三十一号)第二:ヌタ援針案によれば f開設計画の認定泳、(中路)二以上の場合はそれ，ぞれの申識について別

十七条の十二第一項の規定に主義づき、二 0七・ 幾多喜三の義主撃によち比車交毒事室長安行い、 ~il薬草ド音響のうち当該主主主欝への道整合の度合い主主義をも言語

五 MHz以上二二時:::11灯Iz以下の潟主主数を使用す いーの機宮警に女せしてするむのとする。(以下省聖書)J となっています。

る特定2事総局の関紋に泌する指針 これは、いわゆる V-High殺における受託放送事芸能者会…つに、つまり一つのま支街方式とす

書事16宅露 第 3号 ることであり、受然考綴の混乱を防止し、受信機の普及と撃を僚機価格の悠重量化が期待でき

るものとして賛成し渓す。

え主主吾、比較審査にあたっては、 ~I之国内で広く争奪及している ISDB々や Y-Low 帯の談後方式 

ISDB-TsB と問じファミリ ~iJ) ISDB-T皿が、マルチメディア放送全体の事普及に対し優位であ

ることを今議室ナベ'e:と考えます珍 

1 



